
 

平成２５年度事業報告書 

 

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの事業の実施状況等は

次のとおりである。 

   

Ⅰ 事業の概要 

 

１ 更新講習実施条件整備事業（公益目的事業１） 

(１) 講師養成等 

          更新講習実施機関において更新講習等を担当する管理者、身体検査 

員及び講師について、その養成及び再研修を実施した。 

本事業年度においては、平成２５年度の研修計画に基づいて以下 

のとおり実施した。 

     （イ）初任研修 

           管理者、講師及び身体検査員となるための初任研修を東京都（平 

成２５年６月）及び尾道市（平成２５年１１月）において実施し、 

研修修了者に対して次のとおり研修受講証明書を交付した。 

 

研修の種類 講習機関 研修修了者数 

講習管理者 ３１ ８６ 

身体検査員 ３７ ９４ 

講 

 

師 

小 型 ３４ ８２ 

 

大 

型 

 

航 海   ３   ５ 

機 関   ４   ５ 

上級航海   ２   ４ 

上級機関   ４  ５ 

合  計 １１５ ２８１ 

＊合計の講習機関数及び研修修了者数は延数（以下、(ロ)・(ハ)に  

 おいて同じ。） 

（ロ）再研修 

          初任研修修了後３年目に行う研修（再研修という。）について、 

平成２２年度に初任研修を修了した講師に対する再研修を、東京 

都（平成２５年５月）及び下関市（平成２５年１０月）において 

実施し、研修修了者に対して次のとおり研修受講証明書を交付し 

た。 



 

研修の種類 講習機関 研修修了者数 

講 

 

師 

小 型 ２４ ５９ 

台

大

型 

航 海 ４ １１ 

機 関 ３ ６ 

上級航海 ４ ７ 

上級機関 ３  ５ 

合  計 ３８ ８８ 

 

（ハ）再々研修 

          初任研修修了後２回目以降となる再研修（再々研修という。） 

を東京都（平成２５年４月及び平成２６年１月）及び広島市（平  

成２５年９月及び平成２６年２月）において実施し、研修修了者に 

対して次のとおり研修受講証明書を交付した。 

 

研修の種類 講習機関 研修修了者数 

講 

 

師 

小 型 ３７ １５９ 

 

大 

型 

 

航 海 ６ ３６ 

機 関 ４ ７ 

上級航海 ６ ２３ 

上級機関 ３   ５ 

合  計 ５６ ２３０ 

 

（ニ）連絡調整 

   講師研修に関し意見交換等を行うため、講師研修を担当する講 

師との連絡会議を平成２６年３月に東京都で開催した。 

(２) 教材の提供 

      教本及び視聴覚教材を整備し、登録更新講習実施機関に提供して

いる。 

本事業年度においては、平成２５年度の教材整備計画に基づいて 

次のとおり実施した。  

（イ）教本「海技と知識」（小型用）について、教本の修正を行った。

また、内容の最新化のための作業を継続し、教材検討委員会にお

ける審議を経て成案を得たので、新たにこれを印刷製本した。な

お、この教材は、平成２６年５月から供用を開始することとして



いる。 

（ロ）教本「海技と知識」（大型用）ついて、教本の修正を行った。 

        （ハ）大型用の視聴覚教材については、供用期間を勘案しつつ計画的 

に製作しており、教材検討委員会における検討を経て、「安全管 

理コードとは」、「居眠り海難の防止」及び「ヒヤリハットから 

学ぶ」の３本を制作した。 

なお、これらの視聴覚教材のうち、「安全管理コードとは」は 

平成２６年４月１日から、その他は平成２７年４月１日から供用 

を開始することとしている。 

(３) 講師研修受講者の意識調査 

          講師研修の改善・充実を図るため、講師研修を受講する者に対し、 

講師研修の内容及び方法等に関する意識調査を行った。 

 (４) 連絡調整 

登録更新講習実施機関に対し法令改正や事故防止等の資料・情報を 

提供するとともに更新講習に関する意見交換等を行うため、登録更新 

講習実施機関との連絡調整会議を平成２５年１１月に東京都で開催 

した。 

（５） 法令便覧の作成 

    小型船舶操縦者に関する法令を解りやすく体系的にまとめた「小型 

船舶操縦者に関する法令便覧」を作成し、登録操縦免許更新講習等実 

施機関に提供した。 

  

２ 周知・情報提供事業（公益目的事業２） 

    海技資格更新及び小型船に係わる海技資格制度の普及について周知及 

び情報提供並びに海上交通安全思想の普及を図るため次のとおり実施し 

た。 

    (１) 周知広報活動 

小型船舶操縦免許証及び海技免状の更新制度及び小型船に係る海技

資格制度の普及についての周知を図るため、ポスター及びパンフレッ

トを活用し、周知広報活動を行った。 

また、「海フェスタおが」、「ボートショー」及び「フィッシング

フェスティバル」において、２５年度ミス日本「海の日」の協力を得

て周知広報活動に努めた。 

(２) 情報提供 

          電話、電子メ－ル及びボートショー等を通じて海技資格更新及び小 

型船に係わる海技資格の普及についての様々な照会や相談に関して 



情報提供を行った。 

また、更新講習受講者のためのサービスの向上を図るとともに小型 

     船に係る海技資格制度の普及に係る情報提供サービスを充実させるた 

めホームページを刷新するとともに、新たにスマートホンでの情報提 

供サービスを開始した。 

 

３ 調査研究事業（公益目的事業３） 

     近年における小型船操縦資格取得者の減少に鑑み、更新制度の普及だ 

けでなく新規取得者の拡大を図っていくことが重要であることから、学 

識経験者及び小型船に係わる海事関係者を構成員とする「小型船操縦資 

格普及のための検討会」を設置し、小型船操縦資格普及のための方策に 

ついて検討を行い、平成２４年度にその報告書がとりまとめられた。 

 同提言を受けて、小型船に係わる海技資格制度への認識度及び関心度 

等についての若者の意識に関する調査を行い、平成２５年８月に「小型 

船操縦資格普及に向けた若年者の意識等に関する調査報告書」がとりま 

とめられた。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


